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１-１ 計画策定の趣旨 

近年、地球温暖化が原因とされる気候変動によるさまざまな自然災害が、世界各国で懸念さ

れています。令和2（2020）年10月に国は「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを

宣言し、地方公共団体では、この目標の実現に向けて、脱炭素化に向けた取組の推進が求めら

れています。 

本市では、令和4（2022）年3月に策定した「第３次印西市環境基本計画」において、地球

温暖化対策の推進に関する法律に基づく「印西市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」及

び気候変動適応法に基づく「印西市地域気候変動適応計画」を内包し、「地球温暖化の進行を

抑制する取組（緩和策）」と「気候変動の影響を回避・軽減する取組（適応策）」を推進してき

ました。 

また本市は、脱炭素化に向けた効果的な取組の推進とかけがえのないふるさとの継承を目指

して、令和6（2024）年5月に「印西市ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、2050年までに二

酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すことを宣言しました。 

「いんざいカーボンニュートラル・チャレンジ2050」は、「印西市ゼロカーボンシティ宣言」

や最新の社会経済活動の変化等を踏まえ、行政・市民・事業者が一体となって、カーボンニュー

トラルの実現に向けた取組を進めることを目的とし、「第３次印西市環境基本計画」の第6章で

ある「印西市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）及び印西市地域気候変動適応計画」の内

容を見直し、新たな実行計画として策定するものです。 

カーボンニュートラルとは

●「カーボンニュートラル」とは、「二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、

吸収量や除去量を差し引いて、合計を実質ゼロにする」ことを意味します。

●カーボンニュートラルの実現に向けて、まずは排出する温室効果ガスの総量を大幅に削減

することが前提となります。

●削減が難しい排出量を埋め合わ

せる「吸収」や「除去」は、例え

ば植林により光合成に使われる

大気中のCO2の吸収量を増やす

ことや、CO2を回収して貯蔵する

技術（CCS:Carbon dioxide

Capture and Storage）の活用な

どが考えられます。

第 １章 計画の基本的事項

■カーボンニュートラルのイメージ
出典：環境省 脱炭素ポータル 

（https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/

）
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１-２ 計画の位置づけ 

「いんざいカーボンニュートラル・チャレンジ2050」は、地球温暖化対策の推進に関する

法律第21条に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」及び気候変動適応法第12条に基

づく「地域気候変動適応計画」として策定するものであり、「第3次印西市環境基本計画」の第

6章「印西市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）及び印西市地域気候変動適応計画」の改

定版として位置付けられます。 

■いんざいカーボンニュートラル・チャレンジ2050の位置づけ

 

 第３次印西市環境基本計画 

１．自然環境 

◆豊かな自然の恵みを受け潤いと安らぎを感じられるまちづくり

２．生活環境 

◆安心で快適なずっと住み続けたいと思えるまちづくり

３．循環型社会 

◆限りある資源を有効に活用した持続可能な美しいまちづくり

基
本
目
標 

４．脱炭素社会 

◆カーボンニュートラルの実現に向けた地球環境にやさしいまちづくり

５．人づくり 

◆パートナーシップを構築し協働で環境保全に取り組むまちづくり

地球温暖化対策の推進に関する法律 気候変動適応法 

印西市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

・徹底的な省エネルギーの推進

・再生可能エネルギーの利用促進

・カーボンニュートラルなまちづくりの推進

印西市地域気候変動適応計画 

・気候変動の影響への対策

・気候変動の影響に対する理解促進

印西市環境基本条例 印西市総合計画 

いんざいカーボンニュートラル・チャレンジ2050 
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１-３ 計画の期間 

「いんざいカーボンニュートラル・チャレンジ2050」の計画期間は、「第３次印西市環境基

本計画」との整合性を図り、令和4（2022）年度から令和13（2031）年度までの10年間とし

ます。 

計画の基準年度について、温室効果ガス排出量の現状把握においては平成25（2013）年度、

温室効果ガス排出量の将来予測及び将来目標においては令和2（2020）年度とします。また、

計画の中期目標年度を令和12（2030）年度、最終目標年を令和32（2050）年とします※1。 

ただし、社会経済活動の変化や国・県の動きなどに応じて、計画の施策内容や指標などにつ

いて見直しを行います。 

■いんざいカーボンニュートラル・チャレンジ2050の計画期間

年度 
2013 

（H25）
… 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

（R4）
… 

2025 

（R7）

2026 

（R8）

2027 

（R9）

2028 

（R10）

2029 

（R11）

2030 

（R12）

2031 

（R13）
… 

2050 

(R32) 

総合計画 

   

     

環境 

基本計画 

    

   

いんざい 

カーボン

ニュートラル・

チャレンジ

2050

         

   

基準
年度
① 

基準
年度
② 

中期
目標 

最終 
目標 

※1 基準年度及び目標年度（目標年）は、「印西市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」について設定するもので

すが、地球温暖化の対策とあわせて、気候変動への適応（「印西市地域気候変動適応計画」）に取り組んでいくこ

ととします。 

※2 本市では、平成25（2013）年度と比べて産業の発展や人口増加が見られる点も踏まえ、温室効果ガス排出量の

現状把握と将来予測・将来目標については、それぞれ基準年度を定めることとします。 

基準年度①（平成25（2013）年度）：温室効果ガス排出量の現状把握における基準年度 

基準年度②（令和2（2020）年度）：温室効果ガス排出量の将来予測・将来目標における基準年度 

第1次基本計画 

印西市基本構想 

第2次基本計画 

社会経済活動などの 

状況に応じて見直し 

いんざいカーボンニュートラル・チャレンジ2050 

計画期間満了 
に伴う見直し 

次期 

計画 

計画期間満了 
に伴う見直し 

社会経済活動などの 

状況に応じて見直し 

第3次印西市環境基本計画 

次期 
計画 
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４-２ 温室効果ガス排出量の削減目標 

本市の温室効果ガス排出量については、令和12（2030）年度までに令和2（2020）年度比

で40％削減を目指すこととします。 

令和12（2030）年度以降については、「印西市ゼロカーボンシティ宣言」などを踏まえ、令

和32（2050）年までにカーボンニュートラル（排出実質ゼロ）を目指すこととします。 

※1 「2050年カーボンニュートラル実現に向けた取組による削減量」、「再生可能エネルギーの最大限導入による削

減量」、「廃棄物分野における対策」、「2050年までの技術・社会変容による削減」、「国などと連携して進める対

策」、「電気の二酸化炭素排出係数の低減」は、特定事業所以外での削減分を想定しています。 

※2 業務その他部門の特定事業所での削減分（省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入等）は、「特定事業所に

おける削減対策」に含まれます。

■温室効果ガス排出量の削減目標

温室効果ガス排出量の削減目標 

●令和12（2030）年度までに令和2（2020）年度比で 40％ 削減

●令和32（2050）年までに カーボンニュートラルを実現
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2050年カーボンニュートラル実現に向けた取組による削減量 再生可能エネルギーの最大限導入による削減量

特定事業所における削減対策 廃棄物分野における対策

2050年までの技術・社会変容による削減 国などと連携して進める対策

電気の二酸化炭素排出係数の低減

（千t-CO2）

▲40％

カーボンニュートラルの

実現
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